
  令和８年４月 10日　 

各　位 

岸和田市市民健康部健康推進課長 

岸和田市医療機関等物価高騰対策補助金について 

 

平素は、本市の保健行政にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

本市では、エネルギー価格や物価高騰の影響を受けている保険診療を取り扱う医療機関等を支援する

ため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用し、『医療機関等

物価高騰対策補助金』（以下「補助金」という。）を交付します。 

 

① 対象 （※１） 
令和８年４月１日において岸和田市内に開設されている下記施設の開設者 等 

※１　対象者の詳細は、下記二次元コードより、市ホームページをご確認ください。 
※２　令和８年４月１日時点で保健所から許可されている病床数。 
※３　あん摩マッサージ指圧師、鍼師、きゅう師、柔道整復師が施術を行うための施設。 
 

② 申請期限 

令和８年７月 31 日（郵送の場合、消印有効） 
 

③ 申請方法・必要書類 
「病院」と「病院以外の施設」で申請方法、必要書類が異なります。 
詳細は下記二次元コードより、市ホームページをご確認ください。 

 
④ その他 

本補助金は大阪府が実施した「大阪府医療機関等物価高騰対策一時支援金」とは異なります。大阪府

医療機関等物価高騰対策一時支援金を過去に受けている（受ける予定がある）場合であっても申請する

ことができます。 

 

＜市ホームページはこちら＞ 
 
 

 施設名称 申請方法 交付金額

 病院 申請書を下記、提出先に郵送 許可病床（※２）１床につき 5,000 円

 診療所（医科・歯科）

補助金専用申請フォームより

電子（オンライン）申請
１施設につき 100,000 円

 薬局

 施術所（※３）

 歯科技工所

【提出・問合先】 

〒596－0045　岸和田市別所町 3丁目 12-1 

岸和田市市民健康部健康推進課 担当 小山・松本・赤井・神野 

Tel：072-423-8811（直通）　Fax：072-423-8833 

E-mail：kenko@city.kishiwada.lg.jp


